
教員養成論の構造と展開

r::吉本学校経営学の前提認識-

摂南大学木 i苅 - I列

1 .はじめに

吉本二郎教授の言ト報を講義中に受けたわたしは，容体の悪化を聞きこの11寺を覚悟していたにも

関わらず， もはや講義を続けることができなくなった。学生に詫びて講義を途中で閉じたのであ

るが， きっと先生は「貴機，教siliが授業を途中で放棄するとは何事か !Jと強くお叱りになって

いたに違いない。

教授は，責任を強く重んずる人であった。 研究内容より先に「京都の後輩JIラグビ一野郎」

という形容をつけて，いろんな方々に先生からご紹介いただいたわたしにとって，後輩思いの偉

大な先輩でもあった。この特集において，教授の教員養成論の再検討をわたしに与えられたのは，

「教師のあり万をしっかり勉強して出直してこい」という思し召しであろうか。こみ上げ、てくる

思いは尽きないが，教員養成に携わる自らの現状を反省する意味を込め，その「思し召し」に向

き合いたい。

さて，単位学校の経営学研究に生涯の大半を費やした吉本教授の数ある研究業績において，教

員養成論は少な~¥。吉本学校経営学において「教員」は所与の条件であり， その条件のもとで

「すべての力が最大限に発揮され，真に協力の体系とされる組織Jl)をし1かに樹立するかを追究

してきた教授にとって，それは当然、の結果である。ただし，その数少ない教員養成論には，今，

読み返してみると随所に「姉範教育」へのこだわりが感じられる。そして， そのこだわりには，

自ら師範教育を受け，長く教員養成に携わってきた吉本教授の学的・実践的課題認識が端的に表

れていると受け止められる。

すでに別稿 (2)において論じてきたように，戦前との訣jjlJに急ぎ一面的な理念、を優先するあま

り，戦後の教員養成の 2大原則， I開放制」と f大学における教員養成jが， I教員を養成するJ

という実際から派生する方法論的問題について十分な吟味・検証を経ずに導入され， その結果，

理念と現実が大きく~離した教員養成のみならず，その不離をそのまま投影した教育学の拡散が

助長されたとの私見を抱いている。吉本教授もまた，現代の大学における教員養成と旧時の師範

学校教育を「より深く比較検討する必要性も残されてはいまいかJ(後掲 3_ ;③「大学・教師教

育・教育学教育J-217'"'-'218寅)と述べて， lfiiji範教育jの見直しの必要を説いていた。

そこで本小論では，吉本教授の教員養成論をもとに，教授の「師範教育jへのこだわりとその
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こだわりの観点を析出することにした li。それは， これまで， 否定的に評伝liされがちであった

「師範教育jを捉え直す観点をわたしなりに掴まえたい (:l) という惣いとともに， 占本教疫の「日ili

範教育」に対するこだわりが教授の学校経営学一単位学校経営学ーの展開を必然的にしている内

面的出ILlの一つであるというわたしの受け止めJjにぷづいている。そして，教員養成と学校

学，ひいては教育学の現状と将来を考える新たなfYLffJと展望を得たいと考えている。

2. 吉本二郎教授の師範教育歴

教J受は， I~I らの過去を，特に戦jgíI ・戦I:j] のことをほとんど語らなかった。したがって， ここで

は公1'1<Jな史料から「師範教育歴」を見ていくほかはない。

すでに年譜において知られているように，吉本教授は， 1929 (昭和J4 J年に京都府師範学校本

科第一部に入学し， 1934 (昭和 9J年に同校を卒業しているo i入学試験には，英語があったん

だ。市11寺，それは京都だけだった。」とは， この間についての唯一の述懐であった(事実は未踏

認)。占本教授の英語力の基礎は， このH寺，培われたのであろう。

1929年には懸案であった官立文出科大学官11ilJがようやく公布され，東京と広島に文理科大学か

設立された。その名称や高等師範学校の位置づけについて師範教育界には強い反発はあったもの

の，実質的にはnlli範教育iHlJ度が大学をお;igするまでに発展したのであるO また，当時は義務教育mJ

IH]延長を見越した師範学校定員土台が急激に進んで、頂点に達しなから，経済恐慌で延長が見送られ，

教員志h;ij'j者が急増しつつも教員失業者が溢れるという，教員需給が大きく崩れ始めた時期jでもあっ

た。

そして， 1931 (1昭和 6J年には，それまでの高等小学校卒業者に対する長期教員養成過程を[1]

心としたi'llli範学校体制を変更する i(liji範学校規程J改正が行われた。この改正によって，本科第

二部の修業年限が 2年に延長され，その位置づけも，それまで師範学校の「本体」であった第一

部と同等のものへとおめられた。この改正の理由を，第二部志願者の急増によってもはや補助的

な位践づけにあるとするのは事実として認めがたくなったことを文部省は挙げていた。(りしかし，

むしろ地点財政忠化が大きな誘因であった。これを受けて，安上がりの課程である第二部は拡張

され，他方，第一部は大幅に縮小されていった。ただし，内務省の日I!i範学校第一部j完止の方針に

対して，京都府学務部視学官は，第一部・第二部ともその特長を取り入れた良好な成績を示して

おり，その一つを廃止することには反対であるとの志向を表明し，第一部存続を打ち出した。 (5)

伝統的な初等教員養成itJl-長期間の「教育者精神」の徹底 からすれば矛盾に満ちた改革であ

るこの事態は，師範学校の「本体」と自負してきた第一部生にとって，それゆえ当時の吉本師範

学校生にとって，出々しき問題として映ったと考えられる。

この年は，師範教育界にとって危機的な年であった。高等師範・文民科大学廃止を盛り込んだ

文部省の学制改革案要綱も発表されたのである。この廃止論は，第一期生を最終学年に進めてい
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た文fm科大字はもとより，その1)付属学校に位置づけられたことでさえ不満であった創立60周年の

東京，同30周年に歪IJらんとする広島などの高等師範学校にとって認めがたいものであった。当然、

に反対述動を反日目するとともに， II:el分たちの学校の存在般拠をjl}線認しあ!itljl(ドJfS*占呆 C*つ

木間) m~1めさせるという，むしろプラスの効果を生み出した)のである。そして，名称!日l Millに

煩っていた文民科大学の性賂論争は， この廃止論を契機にして r-n，!i範大学J化支持へと大きく傾

斜していった。 廃止J治!と!体は，反対運動が功を奏し，また満州事変勃発によって沈潜していった。

吉本教J受は，師範学校卒業の年，そうした状i)tの東京高等n'li範学校文科第一部(修身・教育・

法制経済を主とするコース)に進学し，修学年限 l年を残して， 1937 [ 11昨日12J年に東点文fljJ科

大学教育学科教育学専攻に入学した。この進学の動機，選択の出I:sの如何に関わらず言いうるこ

とは，教授が，批判の強かったfl[ji範教育に昨易するよりも，それを求め続けた[il!i範エリートであっ

た(7)ということである。それだからこそ，歴史を誇る東京を， nlji範教育の牙城ともいうべき教

育学を志したのではなかったか。

東京文flJ1科大学を卒えた教授は， ii安Il寺色が濃厚となるなかで新潟師範学校に赴き!1i!i範教育を実

践することになった。この1940[昭和15J年度は， 1:1:1等学校における集団勤労作業が強化された

年であった。しかも，在職わずか 9ヶ月で復員する 1947[昭和22Jまで教職を離れ，教授は軍隊

生活を送ることになった。この軍隊時代に特筆されるのは，白石橋陸軍予備士宮学校を卒業すると

i司11寺に教育総監:誌を受賞し見習士官となって，同校に外地に!転属する直前の 7ヶ月 1M]，所属して

いたことであるO この1m，森有礼以来の「教育士官教育」とも称された師範学校教育がその士官

教育に効果的であったと推測される。(品)

復員後，大阪第一師範学校で1l)J教疫を経て教授となり，新学f!IIJにともなう大級学芸大学設立に

係わった。大阪学芸大学は，当時の教員養成課長玖村敏雄氏がIIlI臥しているけ)ように，一時は，

スタ y フや施設・設備面の不備をfl.fII:I:!1こ認可が危ぶまれた大学で、あった。その厳しさは，大

阪学芸大学関係者だけでなく， I日師範学校関係者全体にとって非常事態であった。結果的には認

可基準が緩和され，他のIEI師範学校系大学・学部の認可を円滑化することに貢献することになっ

たが，当事者としては，大学と師範学校との格差と大学になることの困難さを痛烈に思い知らさ

れたことであろうと思われる。

3. 吉本二郎教授の教員養成論

こうした師範教育歴が，吉本教授の教員養成論，ひいては学校経営学にどのような影響を及ぼ

したのであろうか。その視点から，教授の教員養成論をもとに，教員養成に対する教授の展望と

我々に諜せられた課題を整理していこう。

なお，本小論においてテキストにm~ì たのは，

①「教員養成課程認定の大学，短期大学についてJ

-43-



関西教育行政学会 f教員養成制度についての研究調査報告j 1958年

②「教員養成の現状と今後のあり方」および「提案に対する批判に答えるJ(適宜，紙上討論者

からの批判も含める) r教育学研究』第34巻第 3号 1967年

③「大学・教nilJ教育・教育学教育J

大Irn1孟・長尾十三二・吉本一二郎編著『大学と教育学教育J第一法規 1977年

④「教員養成へのー提言Jr学校経営』第25巻第14号 1980年12月

⑤「教員の資質向上をi玄jるためにJr教育委員会月報j 1984年 1月

⑥「教niliの資質とは何かJrEI本教育経営学会紀要j第28号 1986年

⑦「教師の資質問題の概観Jj吉本二郎編著 f教師の資質・力量Jぎょうせい 1989年

の7点で、ある。以下， このテキストナンバーと頁数によって，引用の出典を示す。

(1) 教員養成の意図性・計画性と iヨ的養成

吉本教授は，教員養成を国民教育の基幹的施策であると捉えていた。ただし，それは現状の学

校・教育改善にすぐさま結びつくものではなく， 1教育界を担うと称しうるほどの教員を育成す

るには，少なくとも+-年前後の年月を必要とすることを忘れてはならないJ(④-6頁)のであっ

て， 1教員養成は未来の学校と国民教育とのピィジョンに基づく活動であるとともに，過去の国

民教育を背景とする学生への教育として， レメディアルな側面を含む教育問題であるJ(②-26 

頁左)との認識に基づいていた。その認識の上で， 1教員養成という言葉の前提j には「教員を

意識的に養成する意図と，その意図に従ったなんらかの計画が存在するはずであるJ(同前〉と

看破し，教員養成における意図性・計画性の必然、牲を提起し，その計画性を基iMIとした教員養成

論を展開したのである。

開放出IJのもとで供給過剰の教員養成実態をi誌に， 1免許状主義j に対して「この教員養成tHlJI支

のt:l:1でし 1かにして計画性が保たれうるであろうかJ(① 128頁〉と間い， また「もし国立の教員

養成大学卒業者が一定の計画の下で教育界の基幹人員たるの意味をもっているのであれば， これ

らの教員有資格者の養成は量的にみてもどれほどの意義を有するものなのであろうかJ(①-134 

頁)と問うて， 1多大な浪費」と評して「この量的側面においてすら計画性の欠如は明瞭という

べきものであろうJ(間前)と批判した。さらに現代の教員養成が「知的水準としての基準に限

を奪われ，入学に際して志望者の資質を問うことを忘れている」ということが「開放主義の結論」

と述べて(②-30京芸i)，計画性のみならず入学選考における意図性のなさに開放11ilJ原理の欠陥

を見出していた。

その批判点を根拠に， 11主11乏教育の立場Jからは「完全な自由開放式」は認めがたく， 1教員の

質的向上を図らなければならない現代において，明確な教員養成の目的意識を持つ大学・学部の

存在は必要J(②-30真右)とした。しかし， 1教員養成大学ですら，各教科の教科教育法を一段

低くみる風潮が決して皆無ではない実情Jを憂い(⑤-17真)， 1自的大学がいつまでも師範学校
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fj<]か，または単なる一般大学かの!習にさまようのではなく，有能な教員を養成する目的をi境線に

し，その目的のもとに大学レベルの教育を施す道が講ぜ、られるべきだJ(②-48真右-----49真左)

と提起したのである。

この吉本提案に対して， 13的大学は「職能学校的専門大学Jとなり「教育界への人材の供給は，

いよいよ，再び，せまいものになり，かたよったものになっていく」という太田卓氏の批判(②-

35真右)に， I無批判のまま現状の開放fjjlJi寺定の立場に立ち，そこにのみ自主的な教育者が育ーつ

基盤を求める論出!は，私をト分に納得させるものではなし ¥0 逆説的に言えば，それが言い得るた

めには戦前の中等教員がし 1かに自主的であり，戦後の初等教員がし 1かに自主性がなし 1かを実証す

べきであろうJ(②-48頁左)と反論した。むしろ， I教員にとって何が必要かの ~1~IJ 断を，大学・

学部の自主性によって決定し，あるいは大学相互の自主的努力によって，望ましい教育課程を構

成し，教育水準の向上に努めれば，危慣は相当程度解消されるはずであるJ(②-30真右)とい

う展望とともに， I~ll均大学の責任遂行を!強く求めていたのである O

(2) 開放fljlJ存続と各大学の責任

吉本教授は目的大学の責任体制確立を説きつつも，開放fjjlJを全面的に否定するものではなかっ

た。「目的大学の存在価値を認めながら，開放制をいかに展開するかが私の意図であるJ(②-48 

頁左)とし， I教員養成は，認定された課程を持つ，すべての大学・学部が担当し，大学の教育・

研究を通して行なわれる開放主義が存続すべきであるJ(②-27頁右-----28頁左)と認めていた。

しかし，すでに言及したように， l~fJ放 fHIjの現状に対しては fきわめて寛大な開放主義J (② 

26真右)と評し， I開放制度の名において安易な免許状の取得が許されてきたJ(② 27頁左)こ

ととともに， I教員養成を主たる目的とする大学・学部を初め，教員養成に携わる関係大学が，

最低基準を最高限度のごとく取り扱い，実際に少しでもすくれた教員を輩出しようとする意欲に

欠け，あるいは知的ni!Jr面における基準だけでなく，人物，識見，教育者への情熱など，教員が一

般に備えるべき資質を選ぶだけの措置が，養成の過程で考慮されてこなかったことJ(間前)に

問題を見出して，計画性の欠如を初め，その無責任で他律的な認定大学の姿勢を厳しく批判した。

「各大学は課程認定を申請した段階から，よりよい教員養成の道を系統的に選ぶ責任を自ら負っ

ていたはずであるO ・・・ (中11塔) ・・・各大学が教員養成制度の上に安易にのっかり，積極的，

主体的にその役割jを果たそうとする姿勢に欠けていたことは，強く皮省されてしかるべきであろ

う。J(⑤ 16頁)と迫り， I教員の資質の向上のためには，開放制をとるかぎり，大学13体の正

当な認識と自覚的態度が先決条件といわなければならない。大学自らが自主的，積極的に自校の

教員養成の計画と実施について，高く胸をはって宣言するほどの状態に立ち至らないかぎり，低

迷する事態の解決は望めまい。J(⑤-17頁)と言いきったのである。

吉本教授の「実質的指導力を備えた教員の育成のために，免許基準の引きあげ等の立法的・行

政的措霞に頼らざるをえないJ(⑤ 17頁)との認識の背後には， i大学が免許基準を問題にする
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ことなく， Iとj主独!と!のlW想に燃えた教員養成を図る気風J(② 48頁布)を求めて裏切られてき

た失望の念、が五IJまれていると受け止められる O また同時に， i忠J長ーi笠く教員になりたいと望むも

のだけが，その万!討を選べばよいのであって，教員にでもなろうか程度の者は，低い免許状で止

めておけばよいのだから，大学:ゃγ:!jてーの{W]の使TH:のためにのみ，免許基準を考慮するのは妥当で

はないJ(②--48頁右〉との指摘に込められている， 1=1 I'j<J志識の脆弱な学生とそれに迎合する大

学に対する J出滋もあったといえよう。

(3) 大学における教員益成と教職の専門性

IijJ本教授は，大学における教員益成について「すべてが大学での教員養成という大前提のもと

で，大学教育の枠内でどう処即するのかの問題意識が先行し，徹底した可能性の究明は十分に行

われてきたとは思えないJ(③-225貞)という疑念、を表明した。その i二で，大学教育における一

般教育と専門教育に「さらに教職専fl!J教育が加わることによって，問題をいっそう複雑化してい

るJ(④ 10頁)と，可能性の究明を構造的に捉えていた。

教J受は，その一角，新11ilJ大学の自1:合、で、あり教員主主成の基盤とされた「一般教育」の現実を厳し

く批'!~IJ した。「現実の一般教育は{低丘い段!階l精皆での『学芸』でしかありえなし 1、O 低位の一般教青育-カか王ら，

i高:克当い次元で、の人iHii一;引:

柱を欠いた不紺儲jな姿勢にあるともいえよう OバJ(③ 223頁) として， 大学の 「総合f昨が的ド内〈守]矢知知i江廿]'性!出当生:ゴJ(ひi可古前江む) 

の欠詩務5を批]半判|ド担問tつ可!リjしたのであるO

しかし，それでも「基本的には大学教育課程内で，いかに良質の教員を養成するかが現状では

本筋であるJ(②-48支と述べて，現行制度を遵守する発想の上で，大学における教員養成

の改善を求めていた。ただし，吉本教授の発想は，すでに確立された大学を前提にその大学に応

じた教員養成を考えるのではなく，あくまでも教員養成を前提に大学のあり万を考えるものであっ

た。それは「教員養成という社会的要請を基礎とし，それが大学水準の教育でなければならない

と考えられた事実J(②-49頁左)に根ざし，し 1かに現状が不備でも「し 1わば『ある』ものから，

fありうるJものへの接近を試み，改革の現実的視点を技術的に求めようとするJ(②-49頁右)

ものであった。

教授にとって「あるべきj教員養成は， ¥教職をより高い専門職にまで築きあげるにふさわし

いJ(② 28I~1右)，明確な専門領域を修めさせる教育，すなわち教職専門教育の充実・確立であっ

た。「専1]!1性に欠ける教師であれば，基本的な信頼関係の保持は不可能である O いや， むしろ専

門職としての教職の在り方からいって，専門性を通してでなければ教職のi権威と尊敬を期すこと

はできまい。さらに専門i段市IJを擁立する教liiliの資質が，経験によって培われることは重要な指摘

ではあるが，一般的な経験をすぐれた経験として成り立たしめる素地を，養成過程で鍛えなけれ

ばト分な教職の発展過程が成立しないことも明らかである。J(⑤-13"-'日頁)からであった。そ

して， i教員養成は決して教育者的知識の問題に止まらず，最後は教職の倫理確立の問題J(①-
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129頁)てあった。

しかし，教職専門教育の現実について， I大学教育との均衡J-.，教育実習や教科教育の{言fjtな

ど，教職の1、liplj性を確立'.9-るに必要な要件二は， 十分な意味で充たされることは不吋能である。そ

れらは養成課程では範例!'I守なものに止まり，多くは実務経験の中で身につけられていくにすぎな

~ ioJ (② 31 貞左)と指摘し，大学における教員養成の完遂のIIJ能性を忍く否応していた。また，

その意味ーで、は， i豆(1<J t J_ fHlj面においては的養成を実質的に実現していながら事IIIJに明昨さを欠く初

等教員養成に対してより批\1~lj I~Iせであった。

では，その問題を采り越える， どのような教員養成を展望していたのであろうか。その展望は，

小学校経営'の「ありうる」転換を見通す観点に支えられていた。すなわち，全科担任をriiHlliとす

る小学校教員の免許基準は「きわめて平板的であって，特徴のない， 専門的な深みが期待しえな

しifliljj支である。専攻の学生にとっても，大学教育に疑念、を抱かせるにAるものといえるであろう」

(②-291ミ友)， 1"初等教員の養成にあたっては，将来の全教科担任が予想されるがため，特定領

域にかぎった深い研究が不l司能であるJ(③-2231むと指摘し，一部担任mljやティーム・ティー

チングの発展を見越しつつ全科担任ililJの転換を求めたのである。 その上で， 1"一j方ゴでは教育育企!宇学学手字学rそ:

心盟学ミ等等5手;の教i峨段教肯育A を背景として，相談と組織づくりに携わる教!'lljj，他方ーでは専門領域の授業に

生きる教日ili，この二fW出iを兼ね備えた専門的教師が，育成されるべきだJ(② 29頁布"'30良左)

としfこO

その「ありうる」教員養成の展望として提起したのが， I大学の一般教育を本米の 1趣旨に従っ

て充実させ，専門課程においては学生は，文(・理一木阿部lD科系，芸能系の専攻課程に分属す

るO 各専門領域を深く修得するとともに，文;・盟!科系は音楽， I玄i工，体育のうち各一科討を，芸

能系は上の一科目を深く修めるとともに，文・腿のいず、れか一領域を特に選択必修するように編

成されるべきである。J(②-29真左~右)との改革案- 1"広領域専門方式j ーであった。

(4) 教員養成と教育学

こうした発想の根幹に置かれていたのは，教育学の責任，教育学者としての責任であったと受

け止められる。「教育的事実の解明を通して，新しい教育への道を開拓する教師の養成を，教育

研究者共通の課題とすべきものと忠われるJ(③ 11頁)と述べて教育研究者の I~I 党を促し， 1"大

学で教員を養成する必然、的な内在的盟i却を提示するのでないかぎり，教育学教育の意義も薄れ，

教育学自体の科学的性格さえ I~~îわれることになるであろう。教育学は大学における教員養成の本

質とその技術的可能性に，いっそう積極・適正に応えなければならない。J(③-225頁)と述べ

て，教育学の責任を示したのである。

そして，その責任を果たすために f新しい教育学」すなわち「統合科学としての教育学J(③-

231頁)の{確立を求めていた。 (10) なぜならば，戦後の教職教育における「その理論化傾向の中で

技術学一教授学はなお十分に高度化されず，また他方で，教育の科学的追求も分科学としてはな
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されても，教育学が総合的・分析的に体系化されないまま」の現状において， r教育における技

術性を，いかに教giji教育の中で組織化するかこそが，現代の教育学に求められる点で、あり，また，

新しい教員養成を真にささえる基盤ともなりうる道Jであるからであった(③-224頁)。

その課題に対する吉本教授の構想が， r学校学」であった。「教師は現実的には教育公務員であ

り，組織された近代学校の教師でもある。総織的教育の枠組みをはみ出した，自由奔放な行為は

許されない， という現実的な限界がある。 o • • (r仁:判j~

!関兜連を克l明珂に!展長開する教育学， あえて言えば学校学の建設が緊急に必要とされており， その基盤

に立つての教師の資質や力量が科学的に検討・されなければならないであろう。J(⑦ 6頁)と述

べているように。しかし，その「学校学」の内実に立ち入るだけの紙!福は尽きた。「学校学j の

検討は， lJIJに機会に行うこととしたい。

4. 吉本二郎教授における師範教育からの影響

では， I~ïlïn屯教育からの影響を， こうした吉本教授の教員養成論のどこに見出すことができるで

あろうか。その影響は管見する限り，直接的には，制度論としては計画論を基盤に目的養成を核

とした開放制構想に，内容論としては専門職論を基礎に責任論に根ざして「教職の倫理確立Jを

求め「教職の権威と尊敬を期す」ことを求めている点に，そして方法論としては学校経営論を基

礎に「特徴ある教師の養成」を求めた「広領域専門方式Jに見出しうる。以-f，その影響関係を

歴史的事実と対照させながら解きほぐしていこう。

(日 開放告IJと師範学校第二部

戦前・戦r=1]の初等教員養成は閉鎖1!j1Jであった， というのが一般的な見解であるO しかし，師範

学校以外の中等教育修了者に初等教員となる道が閉ざされていたわけではなしv。その道の一つが，

師範学校第二部であった。

臨時教育会議は， r小学教育ニ関スル件 答申(二)J(1917 (大正 6)年〉において「師範学

校ノ教育ハ其ノ第一部ヲ主トシ第二部モ之ヲ存置スノレコト J(二の(二))としていた。 (11) 第二部

存置の殿山は ¥[1:1学校卒業者ニシテ真ニ国民教育ニ従事セムコトヲ欲スルモノハ宜シク其ノ希望

ヲ満タシ之ヲシテ教育者タラシムヘシJ(!21 であった。そこには， r従来此等ノ学校卒業者ニシテ

小学校教員タル者少カラズト雌教授訓練ニ関スル知識技能未ダ十分ナラザノレモノアリ jω という

第二部創設II寺(1907(明治40J 't:j三)の対症療法的な施策である以上に，積極的に第二部の存在意

義を認めるものであった。そして，大正末期以降，第二部志願者も折ーからの不況を背景に急増し

ていった。

そのため文政審議会(1924(大正13)~1930 (昭和 5)年)での論議では， しだいに第二部本

体論へと傾斜していった。(1.1) r岩波講座 教育科学J(第111市:1932 (昭和 7)年)に掲載され
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た「師範教育の問題シンポジウム」においても，提案者である青山師範学校長長谷川乙彦氏は，

「漸次二部本体になり行くものと見て差支えないJ1将来の趨勢をいへば高等普通教育を終へたも

のを入れて専門的に師範教育を行ふを以て本体とするのが自然の帰結であることは断言して誤り

安正いJ(5
) との見解を示し，各紙上討論者もこの点については肯定的に受け止めていた。その一人

長田新氏は，第一部本体論は，国家が行う富の分配が公正を欠くという非道徳を前提とする主張

であるとして斥け， 1人文主義の教育に依って無邪気な天真な青年性の陶治」の重要性を指摘し

たのである O(iG〉

この師範学校第二部をもって「開放制」と捉えることは行き過ぎであるにしても，第二部拡張

は，中等教育という位置づけの低さと入学定員による制約の上で，開放的教員養成を指向してい

たと捉えることができる O(lりその指向の帰結が， 1943 (昭和18)年の f師範教育令」改正であり，

この第二部が「本科Jに位置づけられるとともに師範学校が「専門学校程度Jに昇格することに

なったのである。しかし，師範学校が高等教育に組み入れられたことによって，他の高等教育機

関に対する閉鎖性が関われることになったといえる。むしろ師範学校が中等教育機関であった時

こそ，確かに第二部も「目的養成」を担うものの「高等普通教育Jを前提とした養成課程であり，

しかもすべての中等教育機関に対して開放的であったという意味で，教員養成の開放性の度合い

は高かったといえよう。

吉本教授の「目的養成を核とした開放制j構想は， この師範学校第一部と第二部の併置を高等

教育段階において捉え直したものといえるように思われるO その構想において，言うまでもなく

第一部が「目的大学jであり第二部が「認定大学」に相当する。しかも，免許状の氾濫が「計画

性の放棄J1浪費」であるとの批判には，教員養成に対して強く「意図Jと「計画uを求める論

盟!が貫かれている。その論理は，まさに「師範学校教育の場合には世の様の変遷を受けながらも，

透徹した目的教育のなかで理念、と制度と現実とが，一貫した線を維持され，そのために固有の師

範タイプを生むまでに至ったものである。師範学校，それは未来の教育者育成の学校であり，聖

職につく者の修練の場である，との強い観念に支配されていた， といえるであろう。J(③-218 

-----219頁〉という師範学校観を，現代的に適用したものと受け止められるのである。その意味で

は， この吉本構想は， 1目的養成を核とした開放制」ではなく， I目的養成としての開放制」とい

える。

(2) 教育者精神と教職倫理

森有ネし以来，師範教育に対しては 1I1頃良・信愛・威重」の 3気質を核とした教育者精神の煽養

が求められてきた。京都府師範学校においても，第二部年限延長と財政危機の混乱11寺 (1932

〔昭和 7)年)に赴任した三国谷三四郎校長によって， 3法 7綱領からなる「本校教育精神」と，

それに基づく|生徒十訪ilJが制定されていた。(8)

上述のi即時教育会議答申で目立i範学校第一部を本体とする第一の理由に「国民教育ニ従事スノレ者

-49-



ハ第一i堅実ナル教育者的精神ヲ呉有スルコトヲ要ス・・ ( [IJIII各) ・・此ノ教育者的精神ヲ養フニ

ハ相当ナノレ年月ノ訓練ヲ必要トシ一年若クハ二年ノ短期間内ニ於テ之ヲ養成シ得ヘキモノニアラ

スjC19) と述べられているように，教育者的精子Ijlの煽養には長期jの養成過程を必要とするという認

識があった。また，その第二の現出に，東京高等師範学校長嘉納治五郎氏の意見 (20)を受けて

「小学児童ヲ教育スルハー属専門的ノ業務ニシテ極メテl討難ナル事ニ属ス，此ノ教育ニ従事スル

者ヲ養成スルハ一種ノ専門教育ニシテ小学校ノ各教科目ヲ教授'シ得ルノ力ヲ共有セシムルト共ニ

其ノ人物モ亦教育者的ニ之ヲ養成セサルヘカラス，故ニ其ノ教育法ハ自ラ中学校ト相異ラサルヲ

得スjC2!i ことが挙げられているように，教育者的精神は小学校教IlJliの職責の特殊性に由来すると

受け止められてきた。

{;;$:教授も，すでに見たように専門性に基づく「教職の権威と尊敬Jを求め， I養成過程で鍛

えなければ十分な教職の発展過程が成立しない」といい， I最後は教職の倫理確立の問題であるJ

と捉えた。また，小学校教員の養成が教員養成大学・学部によって主として担われていることを，

「それは主として初等教員の特質と，教員養成方式と大学教育のmJにある難I~Aî のためJ (②-28真

右)と捉えた。(却さらに教授は， I入学に!探して志望者の資質」を!日iわない入学試験制度を批判

し，その上で「入職以前の準備過程において，教職者としての資質や能力を!一分にチェ y クする

機会もないまま，人戦後の研修にのみ教職の充実を期待することは，およそ計画性を欠いた行為

であり，教員の専門職性を軽視する措置といわざるをえないJ(④-10頁)と批判した。そして，

試制l1IilJJ支の導入と現職教育の充実を説いていったが，そこには「教師の資質jについての認識の

違いはあるにしても戦前から一貫する教員養成観が見出されよう。しかも，その観点を強化した

のは教授の軍隊経験， とりわれ見習士官経験と戦地経験であったのではないだろうか。

しかし，吉本教授は，当然に師範教育に対して無批判であったわけではない。教師の自主性，

学校の自律相:・主体性を説く学校経営論は，その批判に根ざすものであったと受け止められる。

ただい理論的基軸とした責任論は教育者精神を継承するものであった。

(3) 京都府師範学校と広領域専門方式

初等教員養成課程を文科・理科・芸能科に分かち，一定の専門を専攻させる「広領域専門万式j

を，その吉本提案に対する批判者活!協英逸氏は「それでは実際には各専門領域を深く修めること

は不可能であるj として「一つの専門的学n与を学生に教授研究指導する以外に道はない」とし，

「文科系・理科系などにわけることは，初等教員養成の!日高等s!ji範型への復活であって， (もちろ

ん，師範学校への復活でないが)初等教員養成を大学で行うことに逆行するJ(カ y コ書きは原

文ママ)と批判した(②-46真右，...，_，47真左)。

確かに吉本提案は IIEI高等師範型j教育を佑1iJt}させるものである。しかし，吉本教授が抱いて

いた構想は，初等教員養成に隠するものである点において，東京高等師範学校よりもむしろ京都

府師範学校での経験に基づいたものであったと思われるO
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京者都g併g;刊、

上lにこ革新の:峰崎峰を火を挙げた」 とする全|ド同I云説L司剖刊11印山fj自削:h祉川Ij雨jî範t学学字芋:校初の本科第一i部1郁1文文;盟出j科(市巾制iむ担出~I司|リl を実施している OJ(げ2お叩:ll その

I~-二で， 1923 (大!日2J 年から「特別試験制度」を実胞したのである。この 1!~IJJ立 は 主 の ! と !

を奨励し学問に対する興味を喚起する為各学科共本科卒業以 i二のおu支で、参巧どーを指定し希明者に

文、j して何年一Ii} l試験を行ひ合絡者には証書を lJ-へ爾後該学科学10]試験の Jj)<:絡を (1~1I/ょとし JlのJ受業

11 与 11なには研究室:に於て I~IIII に!fJj:JJIJの研究をなすことを許す」は1) というものであった。さらに 1926

〔大11--_15J年泣からは，研究法を会得させる Ij(j<j で本科第一tfl~の第一学年には|寺物，第に

は地問!・歴史，第一三学年以上については，特別試験合絡者には合絡科 1]11]，その他は本人の希望!

に基づいて特修科iヨを選ばせて， JE謀以外のWijllIJを利用して教員指導を受けで学修させる「特修

科目1!jIJJ支」も導入している。 (25) この特修制度に対しでも，その成績物または試験に基づいて学業

成績の参考にするとともに優秀なものに証書や賞状を与え， I学兵会JにおいてWf究発表をおこ

なわせたのである。さらに教員の欠勤等で生じた空き 11寺11討には生徒だけで学好させる， 11~1 治1!iIJJ

と称する lel1雪体iHUも敷いていたom そして， こうした i!~IJJ交の効果を， Iかかる空気に生を亨けた

ものは卒業後一年ならずして文検に合格し或は高川jへ進路を開き，好守:の校j員振るo WIJへは東広

高l1iji入学数に於ても他校を断然 1)- 1，'してj古るJと自賛していた。(27)

また， こうした自主性を尊重した学修制度とともに，生徒に自治会を組織させて相互協力と I~=:I

治能力の育成を I~l っていた(1 926 (大正15J年 2月から実施)0(加すなわち，学級位に学級 1;1治

会を組織し， 5名の委員を選出するとともに，代表者を幹事会に送り，その幹事会から 3名のj理

事を選出して全校自治会の事務局を担わせたのであるO

しいとされる師範学校にあって，京都府師範学校は，比較:(!<]生徒の n 主性を尊重し 1~IIJl な

校風にあったと受け止められる。自本教授は，そうした中で育ったのである。

しかし，それでも「政策教育の呉として用いられてきたJ(③ 218頁)というあり方から 1~lltl

ではなく， I大学で行う教員養成よりも教育とは何かにi認する本質論はより多く取り入れられて

いたと考えられるのであるが，教育学の性格とゆとりのない記憶主義のため，十分にこなされた

ものとはなっていなかったJ(③-220頁)という問題を抱えていた。それゆえに， I直接1'(-)な数

字|を教えることに比重を置き，教育実認によって経験を積みあけ、た教員養成が重視せられ， これ

に観念哲学による教育学が配されて，実践的教師の育成がめざされJ(③-223民)， その結架，

「小さな自弓満足的な教師像」が形成されていった。吉本教授の師範教育批判は， こうして教育

学批判に到達するのであるO

5. 学校経営学の課題-むすびにかえて-

初めて先生にお会いした際， I卒論では，学校評価をやりたいと考えております。」と申し上げ

ると， Iやめなさ l¥。展望がない。」と即座におっしゃった。それから10年半が過ぎ，亡くなられ
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る3カ月前にお見舞し 1に病室に伺った折，近況報告の中に無意識に表れてしまったわたしの迷い

を察知され，先生は見るからにやせ衰えたご様子ながら， r自分が正しいと思ったことを]芝きな

さし ¥0 やがてそれを立場の違いを越えて人も認めるようになる。」といつものお言葉をIf.ll ¥た。

いつもと違ったのは「よく続けてきた，よくやったJとのお褒めの言葉とともに「俺は，その信

念、で相当厳しいことをやってきた。 中には，今でも俺を恨んでいるやつもいるだろうけど…...J 

と付け加えられた点である。

教授は批判に耳を傾けながら，なお lel説の級密化を図り自説を貫く信念、の人であった。「ある

ところまで到達したら，なぜぶちあたったかという点を漫然とではなく，一つのエポックをもち

ながら， ここまではやったがここには限界があることを確かめ，そしてその限界を知りながら乗

り越えていく，あるいは道を変える」聞と説き， ご自身は決して「道を変えるJことなく「乗り

越えてj きた人であった。

本小論で、検討してきた教員養成論にも，その一貫した姿勢を見出しえた。教授は，日ilJ範教育の

限界を踏まえながら，その限界を「乗り越えたJsili範教育ニ「目的養成としての開放出IJJを構想

していた。また，教員養成のための「新しい教育学Jとしての「学校学」の構想には， r師範学

校時代の教育学は，観念論を背景とする倫理的教育学がその主流を占めていた。. . . (1仁中:

& • .教有育-の本f質主論はE理理子主ニ論化され， 師範学校で教授されていたが， それらが教育の事実から汲み

取られているのではなく，そこに著しい没実践的理論の空転が行われたのはやむえないことであ

る。J(③-220頁)という評価と反省，事実に根ざし「あるJものから「ありうる j ものへの可

能性を追究する研究姿勢，そして師範教育を「ありうる」ものにせんとする指向が込められてい

ると見ることができる。

我々の課題は，学校経営学を足場としながら，教育の事実を的確に精確に分析し，それを解釈

し， I羽果関係を説明できる教育学理論の体系を築いていくことであるO と同時に，自らの教育学

とその教育学教育を通して教員養成の一端を担っていることの責任を自覚し，依然，安易な傾向

に流れる教員養成に対する大学の取り組みを質していくことである。そして，学校に「あるべき」

組織論を突きつけて実行の責任を押しつけるのではなく，未熟な養成課程を通して輩出される教

員を前提とした学校経営の「ありうるj改善を考究していくことである。一般の学校に対して，

経営計画，協働体ft;l]，経営評価の必要を説き，教育課程経営の重要性を問題とするわれわれが，

自らの属する大学において，どこまで経営的姿勢を貫いてきたか。厳しく反省されなければなら

なし ¥0 Iとiらの責任と実行に無自覚なまま，一般の学校にのみ向けられた批判と善導の姿勢は，そ

れこそ高等師範学校以来の「校長学Jの悪しき伝統といわれでも止むを得ないであろう。 孫、弟

子に過ぎないわたしにとって，吉本教授から受けた教えは，研究の内容である以上に研究の姿勢

であった。その一覧した姿勢に批判はな l¥。しかし，吉本学校経営学の内容は，学校評価論の欠

恭 (30)に見られる女11く， rあるもの」を限定・回定して見ていた問題，責任論を基軸としている点

に見られる如く， rあるべき」姿との距離で現状を捉え尽的合問的な組織化をのみ問題としてき
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た点など，学的限界を抱えている。

本小論で、は，吉本教授の教員養成論のもつ問題点には吉及しなかった。しかし，吉本学校経営

学が貰かれている教員養成論には，同時に，その学的限界に由来する問題も当然に貫かれているO

教育者精神を基盤とした責任論と人I}JJ観は現代の教員養成にとって妥当か，また大学に適用可能

か，教員養成を目的とする大学は「大学」たりうるのか，それ以上に大学が「総合的知性」を欠

いたままに「統合科学としての教育学Jが構築可能なのかといった，主として教授の「大学」観

に批判すべき点がある O

しかし，今は亡き教授を批判しても， もはや応えては頂けない。自分に遣された課題として自

分で「乗り越えていく」ことが，教えを受けたわたしの責務であると思う。

こうした想いと心情を書く機会を与えていただいた編集委員会に，深く感謝するO またいささ

か強引な「思い込み」による検討に， ご容赦を乞いたい。
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